
近
世
後
期
の
村
継
ぎ
を
め
ぐ
る
問
題

　
　
　
　
一
、
は
じ
め
に

　
近
世
期
の
各
地
各
種
史
料
の
内
に
、
い
わ
ゆ
る
「
村
継
ぎ
」
に
関
す
る
記
事
が

散
見
す
る
こ
と
は
、
す
で
に
周
知
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

　
こ
の
「
村
継
ぎ
」
と
は
、
行
路
旅
者
が
旅
中
で
病
み
、
歩
行
困
難
と
な
っ
た
場

合
、
も
し
く
は
死
去
し
た
場
合
に
、
病
者
本
人
や
残
さ
れ
た
荷
物
を
、
「
在
所
」

ま
で
村
か
ら
村
へ
と
順
次
、
逓
送
す
る
制
度
で
あ
り
、
「
村
送
り
」
な
ど
と
も
呼

ば
れ
て
い
る
。

　
し
か
し
、
そ
の
制
度
の
実
態
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
詳
細
に
論
じ
ら
れ
た
も

の
も
な
く
、
早
急
な
究
明
が
待
た
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
こ
の
実
態
不
明
な
制
度
が
、
幕
藩
体
制
の
中
で
幕
令
に
よ
っ
て
指
導
事
項
と
さ

れ
、
か
な
り
頻
度
高
く
所
見
さ
れ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
等
閑
に
さ
れ
て
い
る
現

況
に
あ
る
時
、
若
干
ま
と
ま
っ
た
史
料
に
触
れ
得
る
機
会
に
直
面
し
た
の
で
、
史

料
を
提
示
し
、
考
察
を
加
え
、
問
題
を
提
起
し
た
い
と
思
う
。

　
　
　
　
二
、
村
継
ぎ
に
関
わ
る
幕
令

　
幕
府
は
、
享
保
十
八
年
五
月
、
諸
国
に
対
し
て
、
旅
中
の
病
人
・
倒
死
者
の
扱

い
に
つ
い
て
、
通
達
を
発
し
た
。
や
や
冗
長
に
な
る
が
、
そ
の
主
要
部
分
を
引
用

す
る
。

　
　
旅
人
病
人
有
之
、
其
者
之
在
所
相
知
候
ハ
バ
、
遠
国
二
候
共
早
連
中
遺
、
親

　
　
類
縁
者
又
ハ
所
之
者
罷
越
、
引
取
度
旨
中
候
ハ
ハ
、
証
文
取
可
相
渡
候
、

後
　
藤

重
　
巳

　
　
然
共
当
分
之
病
気
、
早
速
快
気
も
可
致
体
二
候
ハ
ハ
、
於
其
所
随
分
遂
養
育
、

　
　
快
気
次
第
出
立
可
致
候
、
其
節
此
方
え
之
注
進
、
病
人
出
立
之
後
、
宿
継
を

　
　
以
可
申
聞
候
、
早
速
快
気
難
得
か
、
重
手
病
気
二
候
ハ
ハ
、
其
者
之
在
所
ぇ

　
　
早
々
申
遣
、
此
方
江
も
早
速
可
致
注
進
候
、
倒
死
之
者
ハ
、
懐
中
。
ニ
国
所
書

　
　
付
等
も
有
之
候
ハ
ハ
、
其
在
所
え
申
遣
、
親
類
縁
者
所
之
者
罷
越
、
死
骸
望

　
　
次
第
可
任
望
候
、
此
方
え
も
早
々
注
進
可
申
候
、
在
所
書
付
等
無
之
、
不
相

　
　
知
候
ハ
ハ
、
其
所
二
三
日
晒
置
、
病
人
之
様
子
書
付
候
て
札
建
置
、
土
葬
二

　
　
取
納
、
尤
此
方
江
も
右
之
訳
を
以
可
申
聞
候
（
下
略
）
、

　
こ
の
法
令
の
終
局
的
趣
旨
は
、
行
旅
者
の
在
所
帰
属
主
義
の
完
徹
に
あ
り
、
普

遍
化
す
る
旅
行
盛
行
の
現
象
に
あ
っ
て
、
行
旅
者
の
保
安
と
在
所
へ
の
移
送
を
保

証
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
法
令
は
、
三
年
後
の
享
保
二
十
年
正
月
、

内
容
に
若
干
の
改
正
を
加
え
て
再
か
れ
た
。

　
周
知
の
様
に
、
農
民
の
他
出
は
、
農
耕
に
支
障
な
い
こ
と
、
穀
留
期
で
な
い
こ

と
、
年
貢
を
皆
済
す
る
こ
と
、
往
来
手
形
を
所
持
す
る
こ
と
な
ど
を
条
件
に
、
正

式
な
手
続
を
得
れ
ば
可
能
と
な
り
、
そ
れ
以
外
は
無
断
他
出
と
さ
れ
た
。

　
し
か
し
、
史
的
事
実
を
見
る
限
り
、
無
断
他
出
の
事
例
は
際
限
な
く
、
幕
府
や

藩
は
そ
の
対
応
に
大
き
く
苦
慮
し
た
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。

　
い
ず
れ
に
し
ろ
、
こ
う
し
た
行
旅
の
盛
行
す
る
風
潮
の
な
か
で
、
旅
人
の
病
気
・

倒
死
、
他
国
者
の
病
死
な
ど
の
処
理
に
は
、
所
詮
、
強
い
関
心
を
抱
か
ざ
る
を
得

な
か
っ
た
。

　
農
民
が
、
在
所
を
離
れ
て
遠
近
の
地
方
に
出
向
く
い
わ
ゆ
る
「
他
出
」
は
、
幕
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府
や
藩
の
強
く
戒
め
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
が
、
農
民
が
、
寺
社
参
詣
・
廻
国
。
０
出

稼
ぎ
な
ど
の
目
的
の
元
、
長
短
期
に
亙
っ
て
他
出
す
る
例
は
、
前
代
を
し
の
い
で

盛
行
す
る
こ
と
に
な
り
、
行
旅
者
の
事
故
の
頻
発
度
も
当
然
高
ま
り
、
そ
れ
に
対

応
す
る
施
策
と
し
て
、
先
に
見
た
享
保
期
の
幕
令
が
発
せ
ら
れ
た
も
の
と
考
え
ら

れ
る
。

　
明
和
四
年
十
二
月
、
幕
府
は
、
先
の
禁
令
の
更
な
る
徹
底
を
か
ん
が
み
、
内
容

の
詳
細
な
以
下
の
如
き
触
‰
ぞ
し
た
。
以
下
本
条
全
文
を
掲
げ
る
。

　
　
東
海
道
・
中
仙
道
・
甲
州
道
中
・
奥
州
道
中

　
　
右
宿
々
旅
龍
屋
は
勿
論
、
脇
往
還
其
外
之
村
々
に
て
、
宿
を
取
候
旅
人
煩
候

　
　
は
ば
、
其
所
之
役
人
立
会
、
医
師
を
懸
療
治
を
加
置
、
其
旨
、
御
料
は
、
御

　
　
代
官
、
私
領
地
は
領
主
地
頭
へ
相
届
、
五
街
道
は
道
中
奉
行
へ
も
宿
送
を
以

　
　
致
注
進
、
右
旅
人
早
速
快
気
無
之
趣
二
候
は
ば
、
其
も
の
在
所
之
村
役
人
等

　
　
へ
中
道
、
親
類
呼
寄
対
談
之
上
、
可
任
存
寄
、
若
療
養
も
不
加
、
宿
継
村
継

　
　
杯
に
て
送
出
候
儀
顕
に
お
い
て
は
、
五
街
道
は
旅
履
屋
問
屋
年
寄
、
其
余
之

　
　
村
々
は
、
致
宿
候
も
の
村
役
人
共
へ
、
急
度
御
仕
置
可
中
付
候
、

　
一
、
右
之
外
、
通
り
懸
相
煩
候
旅
人
も
、
其
所
之
役
人
立
合
、
医
師
を
懸
療
養

　
　
を
加
、
勿
論
懐
中
に
往
来
手
形
有
之
候
哉
相
紅
、
御
料
は
御
代
官
、
私
料
は

　
　
領
主
地
頭
へ
致
注
進
、
右
病
人
早
速
快
気
無
之
趣
に
て
、
在
所
へ
帰
度
候
得

　
　
共
、
路
用
貯
無
之
間
、
送
届
呉
候
様
中
候
は
ば
、
書
付
取
之
、
其
最
寄
支
配

　
　
之
役
所
有
之
候
は
ば
訴
え
指
図
を
請
、
又
は
支
配
之
役
所
無
之
場
所
は
、
其

　
　
旨
致
注
進
置
、
所
役
人
共
得
と
遂
相
談
、
右
病
人
頼
之
趣
認
相
添
、
次
村
へ

　
　
駕
篠
に
て
送
、
夫
よ
り
次
之
村
々
に
て
も
病
人
之
様
子
次
第
服
薬
為
致
、
同

　
　
様
取
計
、
在
所
へ
可
返
道
、

　
　
　
但
、
旅
人
中
立
候
在
所
へ
送
届
、
万
一
其
在
所
之
も
の
に
無
之
候
は
ば
、

　
　
　
不
取
逃
様
其
所
に
留
置
、
其
筋
へ
可
訴
出
、

　
一
、
途
中
に
て
相
果
候
は
ゞ
、
次
村
へ
不
継
送
、
支
配
之
役
所
よ
り
致
注
進
、

　
　
其
所
に
て
仮
埋
に
い
た
し
置
、
其
者
之
在
所
親
類
村
役
人
へ
懸
合
候
上
、
其

　
　
所
に
葬
候
共
、
望
に
任
べ
し
、
若
道
心
者
廻
国
之
類
杯
、
懐
中
に
何
国
に
て

　
　
相
果
候
共
、
其
所
へ
葬
候
様
、
本
寺
触
頭
、
其
所
之
寺
院
或
親
類
等
、
憾
成

　
　
書
付
有
之
候
は
犬
支
配
之
役
所
へ
訴
え
、
在
所
へ
相
届
不
及
、
其
所
へ
可

　
　
取
置
、
勿
論
最
初
よ
り
行
倒
相
果
罷
在
候
節
之
取
計
も
同
様
之
事
、
右
之
通

　
　
相
心
得
べ
し
、
万
一
療
養
も
不
加
、
或
内
々
に
て
於
継
送
ニ
は
、
是
又
急
度

　
　
御
仕
置
可
申
付
候
、

　
一
、
都
て
右
類
之
請
入
用
は
、
享
保
廿
卯
年
五
街
道
へ
相
触
候
通
、
病
人
又
は

　
　
在
所
よ
り
差
出
候
は
ば
格
別
、
無
左
候
は
ば
、
宿
割
村
割
に
致
べ
し
、
（
以

　
　
下
略
）

　
右
の
触
は
、
五
街
道
を
は
じ
め
、
請
宿
に
お
け
る
い
わ
ゆ
る
「
宿
継
」
及
び

「
村
継
」
に
つ
い
て
、
享
保
度
の
法
令
の
趣
旨
を
、
更
に
具
体
的
に
条
文
化
し
た

も
の
で
あ
り
、
こ
の
期
に
至
っ
て
新
し
い
対
応
策
が
必
要
に
な
っ
た
も
の
と
考
え

ら
れ
る
。

　
こ
の
う
ち
「
宿
継
」
に
つ
い
て
は
、
近
世
期
交
通
制
度
史
の
面
か
ら
相
当
濃
度

の
研
究
成
果
を
共
有
し
て
お
る
の
聊
本
稿
で
は
、
「
村
継
ぎ
」
の
問
題
に
つ
い

て
焦
点
を
当
て
る
。

　
　
　
三
、
村
継
ぎ
に
関
わ
る
法
的
事
例

肥
前
島
原
藩
の
豊
前
豊
後
国
内
飛
地
た
る
い
わ
ゆ
る
「
豊
州
領
」
五
組
は
、
総

計
九
十
九
ケ
村
か
ら
成
り
、
五
組
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
大
庄
屋
が
置
か
れ
、
組
村
の

政
務
を
執
っ
て
い
た
。
そ
の
う
ち
、
橋
津
組
大
庄
屋
の
執
務
録
「
執
睨
録
」
は
、

大
庄
屋
の
組
支
配
に
関
わ
る
執
務
の
万
般
に
つ
い
て
、
過
去
の
事
例
を
列
挙
し
た

判
例
録
で
あ
る
が
、
項
目
中
に
は
継
送
（
村
継
）
に
関
す
る
幕
令
や
、
継
送
り
に

つ
い
て
か
な
り
多
く
の
事
例
が
示
さ
れ
て
い
る
。

　
す
な
わ
ち
、
「
旅
人
病
気
付
候
節
死
失
取
計
二
付
御
触
之
事
」
で
は
、
「
明
和
五

年
三
月
、
公
儀
御
触
御
役
所
ぷ
出
、
村
方
江
申
触
置
条
」
と
し
て
、
明
和
四
年
十

二
月
の
幕
府
の
触
書
の
全
文
を
記
載
し
、
外
に
、

　
　
（
１
）
一
、
旅
人
病
気
付
相
果
候
節
取
計
之
事
、

　
　
（
２
）
一
、
行
倒
者
井
溺
死
取
計
之
事
、

一
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（
３
）
一
、
旅
人
病
気
二
付
、
村
継
帰
村
願
継
立
候
取
計
向
之
事
。

　
　
（
４
）
一
、
無
往
来
ニ
て
他
出
、
致
病
死
候
節
披
仰
付
候
事
。

　
　
（
５
）
一
、
送
り
者
相
果
候
節
、
取
計
向
之
事
、

な
ど
の
項
目
事
例
が
見
ら
れ
る
。

　
　
（
Ｉ
）
は
、
天
保
六
年
二
月
、
筑
前
早
良
郡
山
田
村
吉
蔵
が
、
行
旅
中
に
発
病

豊
前
国
宇
佐
郡
橋
津
山
村
の
友
吉
方
で
止
宿
加
療
、
医
師
玄
庵
の
診
断
・
病
死
の

経
緯
に
つ
い
て
記
し
、
吉
蔵
所
持
の
寺
往
来
に
よ
っ
て
在
所
村
に
問
い
合
わ
せ
た

結
果
、
在
所
村
方
か
ら
該
当
村
方
の
者
で
は
な
い
と
の
返
書
を
得
て
、
山
村
村
内

に
仮
埋
し
、
そ
の
身
元
探
索
の
た
め
、
往
還
筋
に
「
建
札
」
を
し
た
と
い
う
具
体

的
事
例
を
記
録
し
た
も
の
。

　
　
（
２
）
は
、
行
旅
の
途
中
、
行
倒
に
な
る
者
も
多
く
、
当
項
目
に
よ
る
と
、

「
近
例
は
、
天
保
五
・
八
・
九
二
も
有
之
候
、
弘
化
三
丙
午
八
月
十
一
日
、
金
丸

村
へ
有
之
候
」
と
し
て
、
往
来
手
形
所
持
・
不
所
持
そ
れ
ぞ
れ
の
場
合
の
詮
議
の

仕
方
に
つ
い
て
様
式
を
示
し
、
不
所
侍
者
の
場
合
の
建
札
の
書
式
な
ど
に
つ
い
て
、

具
体
的
に
指
示
し
た
内
容
。

　
溺
死
者
・
綸
死
者
に
つ
い
て
も
、
発
見
者
の
口
書
の
取
り
方
、
死
骸
の
状
態
・

死
者
の
身
分
の
確
認
の
方
法
を
は
じ
め
、
死
骸
の
処
置
な
ど
に
つ
い
て
詳
細
に
指

示
、
特
に
自
然
死
か
故
意
の
死
人
か
な
ど
の
区
別
の
確
認
を
強
調
し
て
い
る
。
更

に
こ
の
項
で
は
、
天
保
七
年
八
月
の
、
組
内
山
村
大
賀
多
古
池
で
の
相
対
溺
死
事

件
、
天
保
八
年
六
月
十
四
日
の
、
組
内
辻
村
津
池
で
の
溺
死
事
件
な
ど
の
具
体
例

を
挙
げ
て
い
る
が
、
後
者
の
場
合
、
溺
死
人
は
、
領
内
長
洲
組
金
屋
村
の
喜
右
衛

門
で
あ
っ
た
が
、
彼
の
死
体
に
は
、
切
疵
・
打
疵
・
摺
疵
な
ど
多
数
見
受
け
ら
れ

た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
彼
が
素
行
悪
く
「
除
帳
者
」
で
あ
っ
た
た
め
、
喜
右
衛
門

家
内
・
組
合
・
村
役
人
は
「
構
な
し
」
と
判
定
さ
れ
た
具
体
例
が
示
さ
れ
て
い
る
。

こ
こ
に
ヒ
ナ
形
、
事
例
と
し
て
掲
げ
ら
れ
た
行
倒
者
・
溺
死
者
・
綸
死
者
の
処
理

等
の
事
例
は
、
即
「
継
送
」
と
は
必
ず
し
も
直
結
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
先
に

見
た
幕
令
の
内
容
に
関
わ
る
度
外
視
で
き
な
い
事
例
と
な
る
。

　
　
（
３
）
　
本
項
は
、
継
送
り
そ
の
も
の
の
事
例
を
掲
げ
て
い
る
。

　
冒
頭
の
「
先
例
度
々
継
立
候
得
共
、
略
」
の
記
述
が
注
目
さ
れ
る
が
、
事
例
と

し
て
は
、
天
保
八
年
三
月
の
豊
後
国
内
高
松
預
所
領
速
見
郡
並
柳
村
庄
助
か
、
橋

津
組
辻
村
か
ら
継
立
（
継
送
始
）
ら
れ
た
事
例
、
同
年
六
月
、
豊
後
杵
築
領
伊
美

村
の
芳
蔵
が
、
山
村
か
ら
村
継
ぎ
に
な
っ
た
二
例
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。

　
天
保
八
年
三
月
二
十
七
日
、
幕
領
預
所
速
見
郡
並
柳
村
の
庄
助
（
六
十
三
才
）

が
、
四
国
鉢
開
の
途
次
、
宇
佐
郡
辻
村
で
病
煩
、
村
継
帰
村
を
願
い
出
た
。
彼
は

旦
那
寺
真
宗
見
城
寺
の
往
来
手
形
を
所
持
、
疑
う
点
は
な
か
っ
た
。
辻
村
庄
屋
良

蔵
は
、
大
庄
屋
の
指
示
を
受
け
、
こ
れ
を
処
理
、
庄
助
を
継
送
っ
た
。
そ
の
折
の

送
状
の
文
末
に
は
、
「
同
人
所
持
、
着
用
之
品
書
相
添
、
差
出
中
候
間
、
国
元
居

村
迄
、
村
々
町
々
乍
御
世
話
、
御
継
送
彼
遣
、
且
、
食
事
及
暮
候
ハ
ハ
、
一
宿
等

御
心
添
被
成
度
」
と
記
し
、
本
事
例
は
、
行
旅
病
煩
者
発
見
・
詮
議
の
経
緯
・
継

送
手
続
な
ど
に
関
し
て
、
一
切
の
様
式
を
ほ
ぼ
完
全
に
備
え
て
い
る
。

　
続
く
同
年
六
月
の
国
東
郡
伊
美
村
芳
蔵
は
、
往
来
手
形
不
所
持
、
し
か
も
在
所

中
立
虚
疑
の
事
例
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
同
年
六
月
「
作
間
稼
」
と
し
て
出
村
中

の
伊
美
村
芳
蔵
は
、
同
月
十
七
日
、
橋
津
組
有
宇
で
病
煩
中
を
保
護
さ
れ
、
無
往

来
で
あ
っ
た
た
め
、
本
人
の
□
述
に
よ
っ
て
、
伊
美
村
在
所
の
者
と
分
っ
た
。
本

人
の
願
い
に
よ
り
、
山
村
か
ら
同
月
十
日
、
村
継
ぎ
帰
村
さ
す
べ
き
旨
、
伊
美
村

庄
屋
に
書
信
を
遺
し
た
と
こ
ろ
、
同
村
か
ら
は
、
「
伊
美
村
之
者
ニ
て
は
無
之
」

段
、
返
答
が
来
た
。
山
村
で
は
、
芳
蔵
か
ら
生
国
居
村
な
ど
に
つ
い
て
、
再
度
聴

取
し
よ
う
と
し
た
が
「
素
聾
ニ
て
大
病
故
、
言
舌
も
相
分
り
不
中
、
弥
容
体
悪
敷

き
」
状
態
の
う
ち
、
七
月
一
日
に
死
去
し
た
。
以
下
、
生
国
居
村
も
不
明
の
ま
ま
、

村
内
に
仮
埋
し
、
建
札
を
し
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

　
　
（
４
）
項
は
、
本
論
中
に
史
料
と
し
て
引
用
す
る
天
保
三
年
、
橋
津
組
岩
崎
村

順
吉
の
妻
子
継
送
り
の
事
例
、
（
５
）
も
同
じ
く
日
向
国
赤
井
郡
由
村
の
藤
助
の

一
件
を
詳
報
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
以
上
は
、
「
執
睨
録
」
に
収
載
さ
れ
る
行
旅
者
の
村
継
ぎ
に
関
す
る
項
目
及
び

内
容
に
つ
い
て
概
観
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
　
「
橋
津
組
大
庄
屋
日
記
ぺ
に
よ
る
と
、
天
保
四
年
八
月
十
五
日
、
橋
津
組
で
は
、
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後
見
高
田
ハ
郎
治
が
、
大
庄
腰
元
に
組
内
の
庄
屋
を
招
集

し
、
村
役
執
務
の
件
で
用
談
を
行
っ
た
。
そ
の
折
の
確
認

事
項
の
一
条
に
、
村
送
仕
法
に
関
す
る
一
項
が
含
ま
れ
て

い
る
。

　
　
村
送
之
者
参
候
ハ
ハ
、
神
領
宇
佐
。
ぶ
参
候
牧
、
高
森

　
　
村
ぶ
参
候
欲
開
札
、
橋
津
牧
和
木
村
欲
参
候
処
開
置
、

　
　
早
速
届
出
候
様
、
荷
物
斗
ニ
て
も
届
出
候
様
、
尤
、

　
　
始
之
村
と
終
之
村
と
届
出
候
事
、

　
こ
れ
に
よ
る
と
頻
発
す
る
村
継
ぎ
に
際
し
、
上
方
（
小

倉
方
面
）
に
当
た
る
他
領
神
領
宇
佐
村
方
面
か
ら
か
、
も

し
く
は
、
自
領
内
他
組
の
長
洲
組
高
森
方
面
か
ら
か
い
ず

れ
の
方
面
か
ら
継
送
り
来
っ
た
か
、
加
え
て
、
い
ず
れ
の

方
面
に
継
送
る
か
を
確
認
し
、
組
内
請
村
の
継
ぎ
始
ま
り

村
、
及
び
継
ぎ
終
り
の
村
か
ら
の
届
出
を
要
請
す
る
も
の

で
あ
っ
た
。

　
以
上
、
「
村
継
ぎ
」
に
つ
い
て
、
島
原
藩
豊
州
領
の
史

料
を
主
体
に
、
仕
法
や
事
例
を
見
て
来
た
が
、
そ
の
他
諸

藩
の
法
令
の
内
に
も
、
無
断
参
宮
の
禁
止
、
領
外
へ
の
無

断
他
出
を
禁
止
す
る
条
項
な
ど
と
と
も
に
、
幕
令
の
趣
旨

を
請
け
て
、
継
送
り
に
関
わ
る
条
目
も
散
見
す
る
。

　
例
え
ば
、
豊
後
杵
築
藩
で
は
、
明
和
四
年
十
二
月
の
幕

令
を
、
御
郡
所
の
名
を
も
っ
て
領
内
に
触
れ
、
そ
の
他

「
行
衛
不
知
者
」
の
継
送
り
、
往
還
人
の
無
事
往
来
、
滞

宿
・
送
出
な
ど
に
関
わ
る
法
令
が
、
各
所
に
散
‰
す
る
。

　
ま
た
、
豊
後
岡
藩
の
宝
暦
四
年
「
定
書
↓
に
も
、

　
一
、
行
衛
不
知
者
、
往
還
へ
手
負
罷
在
候
か
又
ハ
死
人

　
　
等
有
之
刻
ハ
見
合
次
第
番
人
付
置
、
早
々
可
訴
出
候

　
　
事
、
附
、
右
鉢
之
者
、
大
病
ニ
て
往
還
二
伏
居
候
ハ

　
　
　
　
年
　
　
　
代

文
化
十
一
年
　
六
月

　
　
十
五
年
　
二
月

文
政
　
二
年
　
八
月
　
八
日

　
　
　
八
年
　
　
四
月
　
四
日

　
　
　
九
年
　
正
月
廿
四
日

　
　
　
　
　
　
　
三
月
　
三
日

　
　
　
　
　
　
　
三
月
廿
五
日

　
　
　
　
　
　
　
九
月
廿
七
日

　
　
　
　
　
　
　
九
月
計
七
日

　
　
　
　
　
　
　
十
月
十
九
日

天
保
　
四
年
　
二
月

　
　
　
　
　
　
　
三
月
十
三
日

　
　
　
　
　
　
　
四
月
　
一
日

　
　
　
　
　
　
　
四
月
廿
五
日

　
　
　
　
　
　
　
五
月
　
五
日

　
　
　
　
　
　
　
五
月
　
六
日

　
　
　
　
　
　
　
六
月
　
九
日

　
　
　
　
　
　
　
六
月
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
六
月
十
二
日

　
　
　
　
　
　
　
六
月
十
六
日

　
　
　
　
　
　
　
八
月
　
八
日

　
　
　
　
　
　
十
一
月
　
三
日

　
　
　
　
六
年
　
二
月
十
六
日

　
　
　
　
七
年
　
八
月
　
五
日

　
　
　
　
八
年
　
三
月
廿
九
日

　
　
　
　
　
　
　
六
月
十
九
日

　
　
　
　
九
年
十
二
月
十
三
日

　
在
所
・
氏
名

高
田
村
助
右
衛
門

同
人

無
宿
嘉
兵
衛

博
多
祇
園
町
庄
助

御
料
荒
木
村
甚
右
衛
門

肥
後
八
代
武
右
衛
門
ら

長
崎
福
済
寺
弟
子
智
静

筑
後
柳
川
大
井
村
周
蔵

豊
前
中
津
敷
田
村
嘉
平

江
戸
麹
町
菊
屋
竹
五
郎

長
洲
善
五
郎

岩
崎
村
順
吉
親
子

同
　
一
件

同
　
一
件

豊
前
辻
村
せ
い
親
子
ら

同
　
一
件

同
　
一
件

国
東
郡
木
部
村
幸
助

国
東
郡
横
手
村
為
蔵
夫
婦

せ
い
・
よ
し
・
し
う
一
件

速
見
郡
石
松
村
ま
つ

国
東
郡
股
見
村
周
助

筑
前
早
良
郡
山
田
村
吉
蔵

上
来
縄
村
兼
四
郎

速
見
郡
並
柳
村
庄
助

国
東
伊
美
村
芳
蔵

日
向
赤
井
郡
由
村
藤
助

　
用
　
　
　
途

諸
国
回
国
途
次

継
送
帰
村

公
儀
手
配
書

寺
社
参
詣
途
次

柚
乞
途
次

出
雲
参
詣
途
次

回
国
途
次

不
明

回
国
途
次

回
国
途
次

日
雇
稼
病
気

寺
社
参
詣
途
次

継
立
・
継
送
・
処
理
地

美
作
英
田
郡
楢
原
下
村

杵
築
石
丸
村
よ
り

高
田
組
草
地
村

宇
佐
郡
金
丸
村

杵
築
石
丸
村
よ
り

国
東
郡
岩
戸
村
よ
り

延
岡
領
庄
屋
村
よ
り

宇
佐
郡
江
熊
村
よ
り

筑
前
鞍
手
郡
延
村

播
磨
明
石
・
周
防
福
川

寺
社
参
詣
途
次
　
周
防
小
郡
・
嘉
川
村

西
国
巡
礼
途
次

西
国
巡
礼
途
次

善
光
寺
参
途
次

社
寺
参
拝
途
次

寺
社
参
拝
途
次

相
対
溺
死
事
件

旅
人
病
気

無
手
形
病
気

旅
人
死
者
中
継

安
芸
佐
伯
郡
大
野
村

肥
前
有
田
郡
湯
浅
村

　
（
組
合
一
同
叱
り
）

安
芸
豊
田
郡
田
野
浦
村

筑
前
粕
屋
郡
尾
仲
村

豊
前
宇
佐
郡
山
村

同
　
　
　
　
同

同
　
　
　
　
辻
村

同
　
　
　
　
山
村

同
　
　
　
　
岩
崎
村

第１表、「村継ぎ者」の登場一覧
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ハ
、
居
所
相
尋
、
国
一
尤
　
早
々
送
届
可
申
候
、
所
之
医
師
二
申
附
、
薬
等
為

　
　
給
可
申
事
、

と
あ
り
、
幕
令
の
趣
旨
徹
底
方
を
命
じ
て
い
る
。

　
　
　
　
三
、
村
継
ぎ
に
関
わ
る
確
執

　
前
表
は
、
十
九
世
紀
前
半
期
の
宇
佐
郡
東
部
城
島
原
頭
橋
津
組
を
中
心
と
し
た

地
域
に
お
け
る
旅
人
村
継
（
継
送
）
に
関
わ
る
史
料
を
一
覧
し
た
も
の
で
あ
る
。

こ
の
種
史
料
は
、
必
ず
し
も
地
域
的
に
網
羅
、
年
代
的
に
累
年
性
あ
る
分
布
を
示

す
も
の
で
は
な
く
、
島
原
藩
豊
州
頭
の
大
庄
屋
日
記
の
残
存
す
る
年
次
分
な
ど
か

ら
抽
出
し
た
も
の
で
あ
り
、
一
見
、
や
や
普
遍
性
を
欠
く
感
も
少
な
く
な
い
が
、

反
面
、
限
ら
れ
た
期
間
、
限
ら
れ
た
地
域
内
に
、
同
一
性
格
の
史
料
が
か
く
も
多

く
見
ら
れ
る
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
表
中
、
文
敬
二
年
八
月
の
史
料
は
無
宿
犯
科
者
の
公
儀
人
相
書
で
あ
り
、
参
考

ま
で
に
加
え
た
。

　
他
の
村
継
送
り
者
の
内
に
は
、
飛
地
頭
の
緒
村
を
「
在
所
」
と
し
て
、
村
継
ぎ

で
帰
村
し
た
者
、
又
は
、
近
隣
を
含
め
、
他
国
他
領
内
を
在
所
と
し
て
、
村
継
帰

国
の
途
次
、
飛
他
領
内
緒
村
を
中
継
で
継
送
ら
れ
た
者
な
ど
に
分
け
ら
れ
る
。

　
文
化
十
一
年
の
高
田
村
助
右
衛
門
、
天
保
四
年
三
月
の
岩
崎
村
順
吉
親
子
、
五

月
の
辻
村
せ
い
親
子
な
ど
の
事
例
は
前
者
に
当
り
、
文
敬
九
年
三
月
の
肥
後
ハ
代

郡
の
武
右
衛
門
、
十
月
の
江
戸
菊
屋
竹
五
郎
の
例
な
ど
は
、
後
者
の
好
例
と
な
る
。

　
村
継
ぎ
制
度
は
、
当
然
な
が
ら
行
旅
中
の
健
常
者
に
は
適
用
さ
れ
ず
、
旅
中
に

煩
い
、
自
力
で
歩
行
叶
わ
な
い
者
と
、
旅
中
の
死
者
の
関
係
者
な
ど
か
ら
の
村
継

帰
国
願
い
を
原
則
に
実
施
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

　
こ
の
場
合
も
、
往
来
手
形
（
身
元
証
明
）
を
所
持
す
る
い
わ
ば
正
規
の
行
旅
者
・

死
者
と
、
手
形
不
所
持
の
場
合
と
で
は
、
処
置
の
方
法
が
異
な
る
の
は
当
然
で
あ

る
。

　
不
所
持
（
無
往
来
）
の
場
合
は
、
法
令
に
抵
触
す
る
ば
か
り
で
な
く
、
後
に
事

例
的
に
見
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
不
所
持
の
場
合
に
は
、
身
分
確
認
が
不
能
と
な

り
、
継
送
り
終
点
の
村
か
ら
、
該
当
者
不
在
を
理
由
に
「
継
戻
」
さ
れ
る
場
合
も

あ
り
、
問
題
を
更
に
複
雑
に
す
る
事
例
も
少
な
く
な
か
っ
た
。

　
行
旅
中
の
病
煩
者
が
、
村
継
願
い
を
す
る
際
、
口
述
等
に
虚
偽
な
く
、
又
、
在

所
方
に
も
異
存
の
な
い
場
合
は
、
村
継
ぎ
は
無
難
に
完
遂
す
る
が
、
頻
発
す
る
村

継
ぎ
事
例
の
中
に
は
、
多
く
の
難
題
を
惹
起
す
る
場
合
が
少
な
く
な
か
っ
た
。

　
第
２
表
は
先
に
示
し
た
第
一
表
の
中
か
ら
、
文
致
八
年
・
文
致
九
年
・
天
保
四

年
の
三
年
度
分
村
継
ぎ
事
例
の
内
、
橋
津
組
内
緒
村
を
村
継
ぎ
さ
れ
る
経
緯
の
明

ら
か
な
分
を
一
覧
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
表
中
、
多
く
の
場
合
、
病
煩
者
が
村
継
を
経
て
、
無
事
在
所
に
帰
着
し
た
も
の

と
考
え
ら
れ
る
が
、
天
保
四
年
二
月
の
国
東
郡
長
洲
村
善
五
郎
の
場
合
は
、
筑
前

国
鞍
手
郡
延
村
を
継
立
ち
、
高
田
組
大
田
村
を
経
て
、
橋
津
組
辻
村
、
山
村
・
岩

崎
村
・
和
木
村
か
ら
高
森
村
と
継
送
ら
れ
、
長
洲
村
に
帰
村
し
た
が
、
村
方
か
ら

「
当
村
の
者
に
非
ず
」
と
入
村
を
拒
否
さ
れ
、
再
び
高
森
・
和
木
・
岩
崎
・
山
・

辻
村
と
逆
送
し
、
大
田
村
に
返
さ
れ
て
い
る
。

　
同
年
八
月
の
事
例
は
、
速
見
郡
石
松
村
の
ま
っ
が
、
信
濃
善
光
寺
参
詣
途
次
、

安
芸
国
豊
田
郡
田
之
浦
村
に
て
病
死
、
死
体
は
当
地
に
仮
埋
、
荷
物
だ
け
が
、
村

継
ぎ
に
よ
っ
て
帰
村
し
た
例
で
あ
る
。

　
以
下
、
第
一
表
に
示
し
た
村
継
ぎ
事
例
の
内
か
ら
、
そ
の
経
緯
に
お
い
て
、
若

干
の
問
題
を
醸
し
た
事
例
に
つ
い
て
取
り
上
げ
て
見
る
。

　
　
　
　
　
（
イ
）

　
国
東
郡
高
田
村
の
助
右
衛
門
は
、
文
化
十
一
年
六
月
、
居
村
旦
那
寺
正
福
寺
の

往
来
手
形
を
請
け
、
諸
国
巡
礼
に
出
た
。
三
年
後
の
十
四
年
十
二
月
、
美
作
国
英

田
郡
楢
原
下
村
で
発
病
、
村
方
で
加
療
さ
れ
て
い
た
が
、
体
力
が
若
干
回
復
し
た

翌
年
正
月
、
村
継
帰
村
を
願
い
出
、
継
送
り
で
二
月
三
日
、
高
田
村
に
帰
着
し
た
。

村
庄
屋
吉
原
運
平
が
、
助
右
衛
門
を
取
り
調
べ
た
結
果
、
彼
は
同
郡
橋
津
組
岩
崎

村
か
ら
高
田
村
助
七
方
へ
養
子
に
入
っ
た
人
柄
で
あ
っ
た
が
、
病
弱
の
故
を
持
っ

て
離
縁
、
高
田
村
を
除
帳
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
判
明
し
た
。
そ
こ
で
高
田
庄
屋
は
、
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年
　
　
月
　
　
日

文
政
八
年
四
月
　
五
日

　
　
九
年
正
月
廿
四
日

　
　
同
　
三
月
廿
五
日

　
　
同
　
六
月
廿
九
日

　
　
同
　
九
月
廿
七
日

　
　
同
　
　
同

天
保
四
年
二
月
　
二
日

同
　
六
月
十
一
日

同
　
八
月
　
八
日

同同

　
同
十
五
日

十
月
十
九
日

同
十
一
月
　
三
日

　
在
　
　
所

筑
前
博
多
祇
園
町

氏
　
名

　
庄
助

御
領
荒
木
村
　
　
甚
右
衛
門

肥
前
長
崎
福
済
寺
弟
子
智
静

福
岡
領
三
毛
原
村
　
　
瀧
蔵

中
津
領
敷
田
村
　
　
　
嘉
平

筑
後
柳
川
大
井
町
　
　
周
蔵

国
東
郡
長
洲
村
　
　
善
五
郎

国
東
郡
木
部
村
　
　
　
幸
助

速
見
郡
石
松
村
　
　
　
ま
つ

橋
津
組
庄
屋
寄
合

江
戸
麹
町
　
　
菊
屋
竹
五
郎

国
東
郡
股
見
村
　
　
　
周
助

　
　
　
　
継
　
　
　
　
送
　
　
　
　
内
　
　
　
　
容

九
州
神
社
順
拝
途
次
、
杵
築
領
石
丸
村
に
て
罹
病
、
同
村
送
出
三
日
、
高
田
組
大
田
村
・
辻
村

・
山
村
・
岩
崎
村
・
和
木
村
よ
り
長
洲
組
高
森
村
へ
、

近
郷
へ
袖
乞
、
高
田
組
草
地
村
に
て
罹
病
、
Ｔ
几
日
同
村
継
立
、
同
組
大
田
村
・
辻
村
・
山
村

・
岩
崎
・
和
木
村
・
高
森
村
継
送
り

回
国
途
次
、
杵
築
領
石
丸
村
に
て
眼
病
、
同
村
送
出
、
犬
田
村
よ
り
昨
夜
辻
村
へ
、
岩
崎

・
和
木
よ
り
高
森
村
へ
継
送
、

諸
国
順
拝
途
次
、
高
田
組
岩
屋
村
に
て
罹
病
、
同
村
継
立
、
大
田
村
・
辻
・
山
・
岩
崎

・
和
木
村
よ
り
高
森
村
へ
継
送
、

剃
髪
袖
乞
途
次
、
国
東
郡
延
岡
領
庄
屋
村
に
て
罹
病
、
同
村
継
立
、
二
三
日
、
大
田
村
よ
り
辻

村
へ
、
山
・
岩
崎
・
村
よ
り
高
森
村
へ
継
送
、

国
東
郡
御
料
岩
戸
寺
村
に
て
罹
病
、
同
村
継
立
、
二
四
日
、
犬
田
村
よ
り
辻
村
へ
、
岩
崎
・
山

・
橋
津
村
、
二
五
日
、
神
領
宇
佐
村
へ
継
送
、

筑
前
国
に
日
雇
い
稼
ぎ
中
罹
病
、
鞍
手
郡
延
村
よ
り
継
立
、
去
る
二
Ｉ
日
、
犬
田
村
・
辻
・
山

・
岩
崎
・
和
木
村
よ
り
高
森
村
へ
、
長
洲
村
の
者
に
あ
ら
ず
、
高
森
・
和
木
・
岩
崎
・
山

・
辻
村
と
継
送
、
犬
田
村
へ
、

西
国
巡
礼
途
次
、
安
芸
佐
伯
郡
大
野
村
に
て
罹
病
、
同
所
継
立
、
九
日
、
神
領
宇
佐
村
よ
り
橋

津
村
へ
送
来
、
岩
崎
・
辻
・
犬
田
村
に
継
送
、

信
濃
善
光
寺
参
詣
途
次
、
安
芸
豊
田
郡
田
之
浦
村
に
て
病
死
、
死
体
仮
埋
め
、
荷
物
継
送
、
神

領
宇
佐
村
・
橋
津
・
岩
崎
・
山
・
辻
・
犬
田
村
へ
継
送
、

村
継
順
路
の
確
認

七
月
、
四
国
巡
拝
途
次
、
去
ヱ
八
日
、
江
熊
村
に
て
鉢
開
中
罹
病
、
二
十
日
、
継
送
、
麹
町
済

法
寺
寺
往
来
所
持
、

諸
国
神
社
参
拝
、
筑
前
粕
屋
郡
尾
仲
村
に
て
罹
病
、
同
所
継
立
、
去
二
九
日
、
神
領
宇
佐
村
よ

り
橋
津
村
へ
継
来
、
岩
崎
・
山
・
辻
・
犬
田
村
へ
継
送

同
村
で
引
請
け
る
道
理
の
な
い
も
の
と
判
断
、
二
月
十
日
、
そ
の
旨
の
送
り
状
を
　
　
　
と
い
う
こ
と
で
、
助
右
衛
門
の
引
請
を
拒
否
さ
れ
継
戻
さ
れ
た
。

認
め
、
助
右
衛
門
の
身
柄
と
も
ど
も
、
岩
崎
村
に
村
継
ぎ
で
送
っ
た
。
こ
れ
を
受

け
た
岩
崎
村
庄
屋
は
、
村
民
に
内
々
諮
っ
た
と
こ
ろ
、
村
方
の
意
見
は
、

　
　
御
村
（
高
田
村
）
助
七
養
子
へ
差
遺
し
、
病
身
二
付
御
村
ぶ
仕
立
、
日
本
廻

　
　
国
二
罷
出
侯
、
尤
、
旦
那
寺
正
福
寺
往
来
を
以
、
罷
出
候
義
二
付
、
当
方
二
引

　
　
諸
侯
理
無
之
候
、
寺
往
来
之
文
面
之
通
無
紛
侯
ハ
ハ
、
御
村
へ
御
引
請
可
彼

　
　
成
候
（
下
略
）
、

第２表、「村継ぎ」の具体例

　
こ
う
し
て
、
美
作
英
田
郡
か
ら
村
継
帰
村
し
た
助
右
衛
門
は
、
そ
の
出
立
以
前

の
事
情
か
ら
、
帰
国
後
の
所
在
が
不
鮮
明
に
な
っ
た
。

　
二
月
十
五
日
、
橋
津
組
大
庄
屋
手
代
慎
平
は
、
高
田
に
出
張
、
助
右
衛
門
に
接

見
し
、
口
書
を
取
っ
た
。
助
右
衛
門
の
申
口
は
次
の
如
く
で
あ
っ
た
。

　
一
、
私
元
当
村
曽
右
衛
門
媒
ニ
て
、
高
田
村
助
七
方
へ
養
子
二
参
候
内
、
病
身

　
　
者
二
罷
成
候
処
、
其
後
曽
右
衛
門
方
へ
加
勢
二
参
候
削
、
曽
右
衛
門
殿
ぶ
、
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其
方
病
身
之
身
分
二
候
ヘ
ハ
、
離
縁
可
致
段
挨
拶
二
付
、
宿
元
へ
引
取
居
中

　
　
候
内
、
又
候
人
ヲ
中
二
入
、
高
田
廻
り
罷
出
候
様
取
扱
呉
候
二
付
、
養
父
助

　
　
七
方
へ
罷
帰
り
候
へ
共
、
病
身
二
有
之
心
願
成
就
之
為
、
日
本
廻
国
へ
罷
出

　
　
度
熟
談
之
上
、
旦
那
寺
之
往
来
貢
ひ
受
、
国
本
出
立
仕
候
、

　
一
、
国
元
出
立
之
勣
も
、
養
父
母
之
世
話
、
尚
又
祖
父
－
井
助
七
世
話
ニ
て

　
　
出
立
候
得
ハ
、
私
高
田
之
者
二
紛
無
御
座
候
、

　
右
、
助
右
衛
門
の
中
日
の
内
容
に
よ
っ
て
、
養
子
縁
組
・
離
縁
・
再
縁
・
廻
国

出
立
の
経
緯
が
ほ
ぼ
明
ら
か
に
な
る
。
そ
し
て
助
右
衛
門
の
意
思
と
し
て
は
、
自

分
が
高
田
村
の
者
で
あ
る
事
を
強
調
し
て
い
る
。

　
こ
の
事
件
が
、
そ
の
後
ど
の
様
に
決
着
す
る
の
か
に
つ
い
て
は
、
史
料
的
に
明

ら
か
で
は
な
い
。
村
継
の
最
終
段
階
に
お
け
る
確
執
事
件
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
（
口
）

　
天
保
四
年
三
月
十
二
日
暮
六
ツ
時
分
、
宇
佐
郡
岩
崎
村
の
順
吉
伜
松
五
郎
（
八

才
）
が
、
周
防
福
川
町
（
現
小
郡
町
）
か
ら
継
送
り
に
よ
っ
て
居
村
に
送
り
返
さ

れ
て
来
た
。

　
前
年
十
一
月
下
旬
、
順
吉
は
旦
那
寺
洞
昌
寺
の
往
来
手
形
を
請
い
、
女
房
・
松

五
郎
を
連
れ
て
諸
国
社
寺
巡
拝
に
出
か
け
の
帰
途
、
播
州
明
石
で
女
房
が
病
死
、

父
子
は
更
に
西
下
し
て
、
三
月
五
日
、
周
防
遠
石
に
到
着
、
こ
こ
で
順
吉
が
持
病

の
熊
気
を
発
病
。
所
在
の
役
所
の
世
話
で
療
育
を
受
け
た
も
の
の
、
一
向
快
気
し

な
い
た
め
、
国
元
へ
の
宿
継
送
返
し
を
願
い
出
、
翌
六
日
、
東
雁
で
継
立
、
福
川

町
を
経
て
隣
村
に
継
送
ら
れ
る
途
中
、
廂
気
が
重
ん
じ
て
死
去
。
隣
村
で
は
、
病

死
者
の
故
を
も
っ
て
請
取
ら
な
い
％
福
川
町
へ
逆
送
り
さ
れ
た
。
福
川
町
で
は
、

検
分
の
上
、
禅
宗
真
福
寺
に
取
置
、
町
内
三
本
松
に
仮
埋
葬
。
伜
松
五
郎
が
幼
少

で
あ
る
た
め
、
翌
七
日
、
竹
証
文
助
を
道
中
附
添
と
し
て
村
継
ぎ
、
岩
崎
村
に
送

り
返
し
て
来
た
。

　
橋
津
組
大
庄
屋
元
で
、
事
の
経
緯
を
取
り
調
べ
た
結
果
、
松
五
郎
と
と
も
に
継

ぎ
送
ら
れ
た
書
類
の
う
ち
、
順
吉
に
与
え
ら
れ
て
い
た
寺
往
来
手
形
に
不
備
が
発

見
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
そ
の
手
形
は
、
正
規
の
形
式
を
持
た
ず
、
更
に
旦
那
寺
洞

昌
寺
の
字
が
、
東
洞
寺
と
な
り
、
大
庄
屋
は
、
洞
昌
寺
に
対
し
て
、
そ
の
理
由
を

札
明
、
こ
れ
に
対
し
て
寺
側
は
、
往
来
手
形
は
、
順
吉
の
要
請
に
よ
っ
て
無
届
で

勝
手
に
判
り
易
く
書
き
認
め
与
え
た
こ
と
、
寺
名
洞
昌
寺
を
東
昌
寺
と
誤
記
し
た

こ
と
に
つ
い
て
は
、
当
時
、
大
病
中
で
つ
い
誤
記
し
て
し
ま
っ
た
と
陳
述
、
役
所

に
詫
状
を
入
れ
た
。
等
閑
な
寺
請
誼
文
が
問
題
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
一
方
、
豊
前
側
で
は
、
遠
石
及
び
福
川
町
に
お
け
る
順
吉
・
松
五
郎
へ
の
配
慮

に
謝
す
る
た
め
、
岩
崎
村
庄
屋
長
之
助
の
名
を
以
っ
て
、
福
川
町
町
年
寄
福
田
吉

治
郎
・
同
政
右
衛
門
・
町
目
代
福
田
伴
蔵
宛
の
丁
重
な
礼
状
を
認
め
、
礼
金
を
添

え
て
、
岩
崎
村
組
頭
慶
助
・
順
吉
の
好
身
の
清
治
郎
の
二
人
を
福
川
町
に
発
遣
し

た
。

　
因
み
に
、
礼
金
は
、
福
川
町
真
福
寺
に
金
百
疋
、
順
吉
の
世
話
に
な
っ
た
宿
方

へ
同
百
疋
、
松
五
郎
に
附
添
っ
た
指
添
人
に
同
二
朱
、
遠
石
町
宿
へ
銀
二
匁
、
同

町
医
師
へ
同
一
匁
で
あ
っ
た
。

　
福
川
町
に
差
し
向
け
ら
れ
た
慶
助
ら
は
、
同
十
六
日
福
川
着
、
関
係
者
ら
へ
礼

廻
り
に
対
し
て
、
酒
肴
を
も
っ
て
過
分
の
接
待
を
受
け
、
翌
日
遠
石
町
に
礼
参
、

帰
途
、
順
吉
埋
葬
地
の
三
本
松
と
真
福
寺
に
仏
参
、
福
川
町
町
年
寄
福
田
氏
、
遠

石
町
目
代
明
石
卯
兵
衛
ら
の
礼
状
を
携
え
て
、
同
月
二
十
日
に
帰
村
、
順
吉
親
子

の
継
送
り
一
件
は
、
こ
こ
に
落
着
し
た
。

　
　
　
　
（
ハ
）

　
天
保
四
年
五
月
十
一
日
夜
、
宇
佐
郡
橋
津
村
の
し
う
（
十
才
）
が
、
周
防
吉
敷

郡
嘉
川
村
か
ら
、
唯
Ｔ
人
、
宿
村
継
送
り
に
よ
っ
て
帰
村
し
、
父
吉
郎
治
に
引
き

渡
さ
れ
た
。

　
し
う
は
、
吉
郎
治
の
娘
で
あ
り
、
母
せ
い
及
び
同
村
広
吉
後
家
す
み
、
そ
の
娘

た
つ
・
よ
し
ら
と
正
月
十
五
日
、
伊
勢
参
宮
・
京
都
本
願
寺
参
詣
の
た
め
宿
元
を

抜
立
っ
た
。
往
路
、
小
郡
で
広
吉
後
家
す
み
親
子
ら
と
行
き
は
ぐ
れ
、
せ
い
・
し

う
親
子
二
人
で
伊
勢
・
本
願
寺
詣
を
終
え
て
帰
路
、
せ
い
は
今
市
で
罹
病
、
手
当
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て
を
受
け
、
防
州
嘉
川
村
ま
で
来
て
い
よ
い
よ
歩
行
困
難
と
な
り
、
村
方
の
手
当

て
の
甲
斐
も
な
く
、
五
月
四
日
に
死
去
し
た
。
死
骸
は
、
村
役
人
検
分
の
上
で
、

当
地
に
仮
埋
め
、
翌
五
日
、
娘
し
う
は
願
に
よ
っ
て
、
宿
村
継
ぎ
帰
国
と
な
っ
た

も
の
で
あ
っ
た
。
在
所
辻
村
で
は
、
継
送
ら
れ
た
書
類
を
取
り
調
べ
、
経
緯
を
了

解
、
月
末
に
組
頭
及
び
せ
い
親
類
の
者
を
嘉
川
に
遣
し
、
礼
状
及
び
礼
金
を
携
え

さ
せ
た
。

　
一
方
、
往
路
に
小
郡
で
行
き
は
ぐ
れ
た
す
え
親
子
は
、
心
願
の
参
拝
を
終
え
て
、

六
月
六
日
に
帰
国
し
た
。

　
代
官
所
で
は
、
先
に
継
送
り
さ
れ
た
し
う
を
含
め
、
す
み
・
よ
し
・
た
つ
を
取

調
べ
た
結
果
、
無
往
来
他
出
の
由
を
も
っ
て
、
す
み
・
し
う
の
二
人
は
手
錠
人
、

よ
し
・
た
つ
両
人
は
、
幼
少
に
つ
き
無
咎
、
村
役
人
を
、
監
督
不
行
届
の
故
を
も
っ

て
「
呵
」
に
処
し
、
こ
の
件
は
落
着
し
た
。

　
　
　
　
　
（
二
）

　
天
保
九
年
十
二
月
十
二
日
、
日
向
国
赤
井
郡
由
村
出
身
と
自
称
す
る
藤
助
（
三

十
七
才
）
が
、
行
旅
の
途
次
発
病
し
、
豊
前
小
倉
領
築
上
郡
東
八
田
村
を
継
立
、

村
継
ぎ
で
宇
佐
神
領
を
経
て
、
島
原
藩
豊
州
領
橋
津
村
に
継
ぎ
送
ら
れ
、
更
に
岩

崎
村
に
送
ら
れ
た
。

　
岩
崎
村
で
は
、
種
々
加
療
し
た
も
の
の
効
用
な
く
、
同
日
九
ツ
時
に
死
去
し
た
。

組
大
庄
屋
橋
津
左
源
太
は
、
実
況
を
検
分
の
う
え
、
高
田
役
所
に
届
出
る
と
と
も

に
、
村
方
に
仮
埋
葬
を
命
じ
、
使
者
（
飛
脚
）
を
以
っ
て
、
藤
助
在
所
の
日
向
国

赤
井
郡
由
村
に
、
こ
の
旨
を
申
し
送
っ
た
。

　
翌
年
正
月
十
三
日
、
由
村
に
遣
し
た
使
者
は
、
前
月
十
八
日
付
の
日
向
国
那
河

郡
吉
村
庄
屋
、
仁
田
脇
惣
右
衛
門
の
、
以
下
内
容
の
書
状
を
持
ち
帰
っ
た
。

　
　
　
（
上
略
）
此
節
病
気
之
者
御
座
候
二
付
、
飛
脚
御
差
立
之
趣
二
御
座
候
得
共
、

　
　
当
村
之
儀
ハ
、
那
河
郡
吉
村
ニ
て
御
座
候
処
、
赤
井
郡
由
村
と
御
座
候
二
付
、

　
　
開
封
難
仕
、
思
召
之
程
如
何
と
奉
存
候
得
共
、
其
値
御
書
面
御
返
し
中
上
候
、

　
　
併
、
御
夫
人
之
口
�
口
上
ニ
て
、
荒
方
相
分
り
候
間
、
村
方
取
調
候
処
、
当

　
　
村
ぶ
他
出
致
居
候
も
の
無
御
座
候
、
右
之
趣
中
上
度
乱
筆
を
以
、
如
此
御
座

　
　
候
（
岩
崎
村
庄
屋
宛
）
、

　
後
続
す
る
岩
崎
村
庄
屋
都
留
長
之
助
の
書
状
に
よ
る
と
、
日
向
を
訪
れ
た
使
者

は
、
近
隣
に
赤
井
郡
由
村
は
所
在
せ
ず
、
那
河
郡
内
に
同
名
の
村
の
所
在
す
る
こ

と
を
知
り
、
当
村
を
訪
れ
た
訳
だ
が
、
由
（
吉
）
村
庄
屋
の
返
書
の
要
旨
は
、

「
宛
名
違
い
故
、
開
封
し
な
い
が
、
使
者
の
口
上
に
よ
っ
て
要
件
の
内
容
は
了
解

し
た
。
し
か
し
、
本
村
に
は
、
藤
助
に
該
当
す
る
他
出
者
は
な
い
」
と
の
事
で
あ
っ

た
。
岩
崎
村
庄
屋
か
ら
こ
の
旨
の
報
告
を
受
け
た
橋
津
組
大
庄
屋
は
、
こ
の
旨
を

高
田
代
官
所
に
報
告
、
代
官
所
は
、
事
の
経
緯
を
札
す
べ
く
由
村
庄
屋
の
書
状
を

添
え
て
、
藤
助
所
持
の
書
類
一
切
と
も
ど
も
、
継
立
元
の
小
倉
領
東
ハ
田
村
に

「
順
道
継
送
」
す
る
様
に
沙
汰
し
た
。

　
そ
の
折
、
岩
崎
村
庄
尾
長
之
助
か
、
東
八
田
村
庄
屋
市
助
に
宛
て
た
書
状
に
は
、

橋
津
送
り
迄
の
経
緯
に
続
け
て
、

　
　
　
（
上
略
）
元
来
、
継
送
書
類
之
内
、
往
来
切
手
も
無
之
、
勿
論
御
支
配
役
場

　
　
江
御
伺
有
之
、
御
差
図
之
上
、
継
送
方
御
取
計
之
御
書
面
ニ
ハ
候
得
共
、
前

　
　
断
之
通
間
違
有
之
、
取
計
方
及
迷
惑
候
、
無
往
来
者
二
候
ハ
ハ
、
継
送
御
取

　
　
計
も
有
之
間
敷
哉
二
御
座
候
哉
、
継
送
御
取
計
之
趣
意
、
委
細
枝
仰
聞
度

　
　
（
下
略
）
、

と
見
え
て
い
る
。
役
筋
の
指
示
と
は
言
え
、
往
来
手
形
を
所
持
し
な
い
者
を
継
ぎ

送
ら
れ
て
甚
だ
迷
惑
し
て
い
る
と
言
う
も
の
で
あ
る
。

　
二
月
二
十
七
日
、
二
月
十
日
付
の
東
八
田
村
庄
屋
市
助
の
次
の
如
き
返
答
の
書

状
が
届
い
た
。

　
　
　
（
上
略
）
同
人
（
藤
助
）
当
地
新
田
原
と
中
所
ニ
て
、
病
気
相
悩
居
候
二
付
、

　
　
村
方
二
連
帰
り
、
医
療
等
差
加
滞
在
中
、
身
元
相
調
べ
候
得
共
、
難
船
遺
命

　
　
助
り
候
の
み
、
往
来
証
文
等
も
不
致
所
持
段
、
同
人
願
書
二
申
出
候
通
之
次

　
　
第
二
御
座
候
、
此
段
御
承
知
可
枝
下
候
、
病
人
願
出
二
任
せ
、
役
筋
江
相
伺
指

　
　
図
之
上
送
出
中
候
（
下
略
）
、
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そ
れ
に
よ
る
と
、
藤
助
は
、
新
田
原
で
発
病
中
を
保
護
さ
れ
た
が
、
彼
の
口
上

に
よ
る
と
、
本
来
船
乗
り
で
あ
り
、
破
船
に
よ
っ
て
往
来
手
形
を
紛
失
し
た
者
で

あ
り
、
本
人
の
村
継
ぎ
帰
国
願
い
に
基
い
て
継
立
て
た
も
の
だ
と
言
う
。

　
市
助
の
継
立
経
緯
事
情
説
明
は
、
二
月
二
十
七
日
岩
崎
村
に
伝
達
さ
れ
、
大
庄

屋
を
経
て
代
官
所
へ
報
告
さ
れ
た
。

　
代
官
所
で
は
、
事
態
を
了
承
し
、
法
に
照
ら
し
て
岩
崎
村
の
往
還
添
い
に
、
六

ケ
月
の
期
限
を
限
っ
て
建
札
を
建
て
さ
せ
、
藤
助
の
身
元
に
つ
い
て
公
開
し
た
が
、

来
尋
者
は
な
か
っ
た
。
因
み
に
そ
の
内
容
は
次
の
如
く
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
覚

　
一
、
日
向
国
赤
井
郡
由
村
藤
助
と
申
者
之
由
ニ
て
、
小
倉
御
領
東
八
田
村
ニ
て

　
　
病
気
差
発
、
同
所
よ
り
去
戌
十
二
月
中
送
り
立
候
処
、
当
村
ニ
て
病
気
相
重

　
　
リ
、
療
養
差
加
候
得
共
、
養
生
不
相
叶
相
果
候
二
付
、
生
国
居
村
江
掛
合
遺

　
　
候
処
、
日
向
国
江
右
鉢
之
郡
村
名
無
之
二
付
、
尚
又
、
右
東
八
田
村
江
掛
合
候

　
　
得
共
、
所
生
国
不
相
知
者
二
付
、
当
村
内
墓
所
江
埋
置
候
、
心
当
り
之
者
有

　
　
之
候
ハ
ハ
、
当
村
庄
屋
方
江
可
申
出
も
の
也
、

　
　
　
　
　
（
ホ
）

　
文
致
九
年
三
月
、
豊
州
領
橋
津
組
金
丸
村
勝
助
方
で
、
止
宿
病
気
療
養
中
の
肥

後
八
代
郡
溜
山
手
永
松
隅
村
枝
郷
神
ノ
角
村
仁
蔵
（
二
十
三
才
）
が
死
去
し
た
。

　
こ
の
仁
蔵
は
、
同
村
武
右
衛
門
・
娘
、
茂
助
・
伜
、
利
吉
・
妹
、
仁
蔵
・
女
房

ら
ハ
人
の
同
行
が
、
近
国
大
社
・
出
雲
大
社
参
詣
の
た
め
、
正
月
に
在
所
を
出
立
、

二
月
十
八
日
、
宇
佐
社
参
拝
の
存
念
で
勝
助
方
に
止
宿
中
に
、
仁
蔵
が
庖
庸
を
発

病
、
加
療
の
結
果
、
快
気
す
る
か
に
見
え
た
が
結
局
死
去
。
加
療
中
、
従
弟
の
利

吉
の
み
が
看
病
の
た
め
残
り
、
他
は
三
月
一
日
、
一
足
先
に
帰
国
し
た
。

　
彼
ら
は
、
口
頭
で
は
、
熊
本
一
向
宗
善
正
寺
の
旦
家
で
あ
る
と
主
張
し
た
が
、

無
往
来
で
あ
っ
た
た
め
、
仁
蔵
死
後
、
金
丸
村
で
は
利
吉
に
対
し
て
、
「
国
元
居

村
役
人
衆
江
、
村
内
人
柄
二
相
違
無
御
座
候
ハ
ハ
、
死
骸
井
所
持
之
品
受
取
差
越
候

様
」
掛
合
い
た
い
旨
を
申
し
渡
す
と
、
利
吉
は
強
い
て
こ
れ
を
遠
慮
し
、
帰
国
後
、

自
発
的
に
役
所
に
届
出
て
処
理
す
る
の
で
、
内
密
に
処
理
し
て
欲
し
い
旨
を
嘆
願

し
た
。
金
丸
村
で
は
、
路
用
を
心
配
し
、
わ
ら
じ
銭
と
し
て
十
匁
を
与
え
、
立
石

領
ま
で
は
乗
馬
を
貸
与
す
る
こ
と
を
約
し
、
三
月
六
日
に
は
、
土
居
（
組
合
）
内

で
米
を
持
ち
寄
り
、
心
ば
か
り
の
法
事
を
営
み
、
衣
服
を
洗
濯
し
て
や
っ
た
り
し

て
、
利
吉
を
送
り
出
し
た
。
和
吉
は
、
村
方
か
ら
申
し
出
の
あ
っ
た
乗
馬
を
断
り
、

帰
国
し
た
。
彼
ら
が
果
た
し
て
肥
後
の
者
で
あ
っ
た
か
は
定
か
で
は
な
い
。

　
以
上
、
五
件
の
事
例
は
、
公
認
さ
れ
た
「
村
継
」
と
い
う
仕
法
が
、
多
く
の
場

合
、
比
較
的
ス
ム
ー
ズ
に
事
態
を
解
決
し
な
が
ら
も
、
反
面
、
何
ら
か
の
点
に
お

い
て
問
題
を
惹
起
す
る
面
を
持
っ
て
い
た
こ
と
を
知
ら
し
め
る
も
の
で
あ
る
。

　
多
く
の
場
合
、
「
継
立
」
つ
ま
り
、
送
り
出
す
側
と
受
入
側
と
で
は
、
後
者
の

場
合
に
問
題
が
多
く
、
中
継
的
な
村
で
、
困
惑
を
来
た
す
場
合
が
少
な
く
な
い
こ

と
が
知
ら
れ
る
。

　
　
　
　
四
　
村
継
ぎ
を
め
ぐ
る
問
題
点

　
こ
れ
ま
で
、
近
世
後
期
に
お
け
る
「
村
継
ぎ
」
に
関
わ
る
若
干
の
史
料
を
列
記

し
、
事
例
別
に
解
説
を
加
え
て
来
た
。

　
対
象
と
な
っ
た
史
料
は
、
特
例
を
除
け
ば
、
年
代
的
に
は
文
致
ハ
・
九
年
、
天

保
四
年
に
限
ら
れ
、
執
務
の
当
事
者
は
、
島
原
藩
豊
州
領
の
橋
津
組
大
庄
屋
組
内

小
庄
屋
に
ほ
ぼ
限
定
さ
れ
る
。

　
し
か
し
、
こ
の
限
ら
れ
た
時
代
・
地
域
と
い
う
舞
台
上
で
出
演
者
と
な
る
「
村

継
者
」
の
系
譜
が
、
如
何
に
広
域
に
及
ぶ
こ
と
か
。

　
継
送
り
者
の
在
所
（
生
国
）
は
、
遠
く
は
江
戸
に
及
び
、
他
に
藩
の
領
域
を
越

え
て
筑
前
・
筑
後
・
肥
前
・
肥
後
・
日
向
に
展
開
し
、
ま
た
、
豊
州
領
と
近
辺
を

在
所
と
す
る
村
継
ぎ
で
帰
国
し
た
者
の
出
向
地
は
、
京
都
・
伊
勢
・
出
雲
・
讃
岐

を
は
じ
め
、
九
州
各
地
に
及
び
、
こ
れ
ら
限
ら
れ
た
史
料
の
上
か
ら
だ
け
で
も
、

近
世
末
期
に
お
け
る
人
的
「
流
通
」
拡
大
の
実
況
を
察
知
す
る
こ
と
が
で
Ｌ
ぴ
。

　
近
世
期
、
幕
府
の
全
国
支
配
体
制
主
要
施
策
と
し
て
の
参
勤
交
代
制
度
は
根
本

的
に
は
大
名
統
制
政
策
に
あ
っ
た
が
、
結
果
と
し
て
経
済
流
通
圏
の
全
国
的
拡
大
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と
い
う
現
象
を
惹
起
し
た
。

　
交
通
施
策
と
し
て
の
五
街
道
を
主
と
す
る
駅
制
の
整
備
、
金
銀
銭
三
貨
の
発
行

も
、
そ
の
主
眼
は
、
全
国
統
治
手
段
に
あ
っ
た
が
、
こ
れ
ら
も
、
結
果
的
に
全
国

的
流
通
の
拡
大
現
象
を
将
来
さ
せ
た
。

　
幕
藩
体
制
と
い
う
縦
割
り
型
の
支
配
機
構
の
内
に
あ
っ
て
、
本
来
、
藩
は
「
自

領
」
・
「
他
領
」
の
区
別
が
鮮
明
で
あ
る
べ
き
で
あ
っ
た
。

　
そ
の
区
別
は
、
経
済
的
流
通
を
は
じ
め
、
婚
姻
に
ま
で
及
び
、
婚
姻
に
限
っ
て

見
て
も
、
橋
津
組
大
庄
屋
日
記
の
各
年
次
分
に
は
、
十
月
に
「
他
領
縁
組
願
」
に

関
わ
る
記
事
が
必
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
一
年
間
の
他
領
と
の
婚
姻
に
よ
る

出
入
り
を
調
査
し
た
も
の
で
あ
り
、
他
領
間
同
志
の
婚
姻
に
ま
で
、
藩
に
届
け
出
、

認
可
を
必
要
と
す
る
こ
と
に
拠
っ
て
い
る
。

　
幕
藩
体
制
は
、
藩
域
を
越
え
る
機
能
に
は
、
厳
し
い
規
制
が
加
え
ら
れ
る
原
則

を
持
ち
、
そ
れ
は
幕
府
や
藩
の
然
る
べ
き
機
構
の
部
署
で
管
轄
さ
れ
た
。

　
村
継
ぎ
に
お
け
る
各
事
態
の
処
理
を
見
る
と
、
行
倒
者
の
死
体
の
処
理
に
は
、

役
所
役
人
の
見
分
立
合
が
行
な
わ
れ
、
継
立
の
場
合
に
は
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、

役
人
の
指
示
が
見
ら
れ
る
も
の
の
、
多
く
の
場
合
は
、
大
庄
屋
・
村
庄
屋
の
判
断

に
事
態
処
理
が
任
せ
ら
れ
て
い
る
。

　
又
、
行
旅
の
許
認
可
は
、
書
式
に
依
拠
し
た
寺
往
来
を
も
っ
て
可
と
さ
れ
た
ら

し
い
。

　
村
継
ぎ
に
関
わ
る
他
領
他
村
間
の
連
絡
の
場
合
も
、
多
く
の
場
合
、
村
庄
屋
と

村
庄
屋
と
の
間
で
決
裁
さ
れ
、
こ
れ
に
藩
機
構
の
郡
奉
行
が
直
接
的
に
関
与
す
る

こ
と
な
く
、
「
届
出
」
で
事
が
決
着
さ
れ
て
い
る
点
に
興
味
が
抱
か
れ
る
。

　
勿
論
、
近
世
期
の
村
継
ぎ
の
制
度
は
、
閉
鎖
的
な
村
・
組
・
藩
と
い
う
枠
か
ら

生
ず
る
弊
害
か
ら
、
行
旅
者
の
便
宜
を
図
る
こ
と
に
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
、

幕
令
に
よ
っ
て
法
的
に
保
障
さ
れ
る
制
度
で
は
あ
っ
た
。

　
そ
れ
に
し
て
も
、
然
る
べ
き
藩
機
構
を
通
ず
る
こ
と
な
く
、
他
領
他
村
の
庄
屋

段
階
で
処
理
が
可
能
と
い
う
多
く
の
事
例
を
考
え
る
時
、
こ
の
行
旅
問
題
に
限
っ

た
も
の
と
し
て
も
、
「
然
ら
ば
藩
と
は
何
か
」
と
い
う
疑
問
に
直
面
せ
ざ
る
を
得

な
い
。

　
こ
の
外
、
「
村
継
」
に
関
わ
る
入
用
経
費
の
問
題
、
在
所
帰
村
者
・
関
係
役
人

へ
の
処
罰
や
責
任
問
題
、
行
倒
者
の
死
体
の
移
送
禁
止
の
問
題
な
ど
に
、
未
だ
多

く
の
疑
問
点
が
所
在
す
る
。

　
本
稿
で
は
、
そ
う
し
た
点
に
ま
で
問
題
を
展
開
で
き
な
か
っ
た
が
、
村
継
ぎ
の

事
例
を
と
り
上
げ
、
問
題
提
起
と
し
た
い
。

⑩⑨⑧⑦⑥⑤④③②①注

ゝ　ゝ　ゝ　ゝ　｀ゝ　ゝ　ゝ　｀●　ゝ　ゝ
『
御
触
書
寛
保
集
成
』
　
二
Ｉ
八
七
号
、

『
御
触
書
寛
保
集
成
Ｊ
万
一
八
八
号
、

新
城
常
三
『
新
稿
社
寺
参
詣
の
社
会
経
済
史
的
研
究
』
他
、

『
御
触
書
天
明
集
成
』
二
四
三
八
号
、

丸
山
雍
成
『
日
本
近
世
交
通
史
の
研
究
』
他
、

「
橋
津
家
文
書
」
、
橋
津
守
英
氏
所
蔵
、
別
府
大
学
付
属
博
物
館
よ
り
翻
刻
利
付
、

同
、
「
橋
津
組
大
庄
屋
日
記
」
‥
１
‐
１
｝
一
、
別
府
大
学
付
属
博
物
館
よ
り
翻
刻
刊
行
、

同
、
『
封
事
太
宗
』
、
別
府
大
学
付
属
博
物
館
よ
り
翻
刻
刊
行
、

『
大
分
県
史
料
』
第
十
七
巻
所
収
、
「
各
藩
史
料
」
内
　
岡
藩
関
係
史
料
、

「
死
　
猿
」
を
忌
む
こ
と
か
ら
で
あ
ろ
う
。
死
者
の
運
搬
、
移
動
は
法
的
に

　
も
禁
止
さ
れ
、
そ
の
地
に
「
仮
埋
葬
」
さ
れ
る
の
が
通
例
で
あ
っ
た
。

⑩
、
近
世
期
に
お
け
る
社
寺
参
詣
の
実
態
に
つ
い
て
は
先
記
新
城
常
三
氏
の
大
著

　
　
「
新
稿
社
寺
参
詣
の
社
会
経
済
史
的
研
究
」
を
参
照
、

⑩
、
二
豊
の
こ
の
種
に
係
わ
る
研
究
と
し
て
は
、
『
大
分
県
史
・
近
世
Ⅳ
』
所
収

　
　
「
文
化
篇
第
二
章
」
が
あ
る
。

尚
、
本
小
稿
は
、
平
成
四
年
秋
季
の
九
州
大
学
九
州
文
化
史
研
究
施
設
研
究
会
で

口
頭
発
表
し
た
も
の
に
補
正
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
－
平
成
四
年
十
月
五
日
　
受
理
－
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